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台風 14号による港湾施設（親水緑地等）の被害状況について 

 

 台風 14号通過後の点検により、次の港湾施設の被害が確認されました。 

 

１ 施設名    ①響灘 2号緑地（若松区響町一丁目、二丁目） 

②安瀬防波堤（若松区響町一丁目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 被害状況 

① 響灘 2号緑地の転落防止柵が波浪の影響で土台ごと複数箇所転倒 

② 安瀬防波堤の一部が波浪の影響で破損 

【響灘 2号緑地】                                  【安瀬防波堤】 

 
 

３ 対応状況 

  応急的に緑地及び防波堤の入り口付近で立入禁止措置を実施中。 

  修繕後、立入禁止措置を解除する（時期未定）。 

①響灘 2号緑地 

②安瀬防波堤 
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